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関連の閣議決定、法令等関連の閣議決定、法令等

１ 行政及び政府関係法人のスリム化等
（４）行政代行法人等の見直し

官民の役割分担、規制改革及び国の関与等の透明化・合理化の観点から、平成
18年度末までに以下の法人について、所要の見直しを行う。

ア 特別の法律により設立される法人
(ｱ) （略）
(ｲ) その他の特別の法律により設立される法人（独立行政法人、特殊法人、認可
法人及び共済組合を除く。）については、民間企業の類似業務と競合し民業を圧
迫していないかどうか等の観点からその業務について見直す。

ウ 基金等を保有する法人
補助金等の交付により造成した基金等を保有する法人（独立行政法人、特殊法
人、認可法人及び共済組合を除く。）については、以下の基準を策定するとともに、
個別法人ごとに精査し、事業の見直しを行う。

・基金事業の見直しの時期の設定に係る基準
・基金事業の目的達成度の客観的な判定、公表に係る基準
・基金の保有割合についての数値基準
・使用見込みのない資金の国への返納に係る基準

今後の行政改革の方針（抄） 平成16年12月24日
閣 議 決 定

補助金等の交付により造成した基金等に関する
基準

（平成18年8月15日閣議決定）【概要】

（１）基金事業の終了する時期等に関する基準
① 原則として、10年を超えない範囲で基金事業終了時期
を設定。
・ただし、法律を受けて実施される法律に期限の定めのない事業、期限の
設定が国際交渉に影響を及ぼすおそれのある事業等は、終了時期を設
定しないことができる。また、当面の危機対応や社会経済情勢の変化へ
の対応等のために事業の継続が必要な事業については延長可能。

② 少なくとも5年に1回の定期的な見直し
（２）基金事業の目標達成度の評価に関する基準

事業の効果に着目して定めた目標を定め、定期見直しの
際に達成度を評価し公表。

（３）基金の保有に関する基準
① 事業の見通しや事業実績等から見て、基金の規模が過

大となっていないか等の状況を客観的に把握するため、
基金の保有割合を算出

② 事業見通しの的確性が検証可能となるよう、基金の保
有割合とその算出方法及び使用した数値を公表。

（４）使用見込みの低い基金等に関する基準
① 使用見込みの低い基金等を保有する基金法人は、定

期見直しの際に基金の財源となってる国からの補助金等
の国庫への返納など、その基金の取扱いを検討し、検討
結果を公表。

② 使用見込みの低い基金であって、当面の危機対応や社
会経済情勢の変化への対応等のために所要額を残置す
る必要がある基金については、理由、残置額の積算根拠
等を公表。

「補助金等の交付により造成した基金」の見直し・

「特別の法律により設立される法人」の見直し関係

特別の法律により設立され
る法人の見直し

特別の法律により設立され
る法人の見直し

補助金等の交付により造
成した基金の見直し

補助金等の交付により造
成した基金の見直し

特別の法律により設立される法人の運営に関す
る指導監督基準

（平成18年8月15日閣議決定）【概要】

（１）業務の見直しに関する事項
・ 法律に基づく事務・事業の実施方法に関する基準の明
確化、手数料等の府省による決定。

・ 補助金等を財源として行っている事務・事業について、
収入に占める補助金等の割合の低下、第三者への分
配・交付の効率化・透明化等の観点から、見直し。

（２）法人の機関等に関する事項
・ 役員に占める官庁出身者等の割合（1/3以下。同一業界
関係者との合計で1/2以下）

・ 収支決算額概ね10億円以上の法人について、公認会計
士による監査。

（３）情報公開に関する事項
・ 法人は役員名簿、事業報告書、財務諸表等をホーム
ページへの掲載等により公表。所管府省においては、こ
れらの資料を備え付け。

（４）定期的見直し
・ 法人が行っている国の事務の必要性、補助金等の政策
的必要性等について、3～5年を目途に見直し。

参考資料
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１ 政策金融改革
経済財政諮問会議の「政策金融改革の基本方針」（平成17年11月29日経済財政諮問会議）及び政府・与党政

策金融改革協議会における政府・与党合意「政策金融改革について」（平成17年11月29日）に基づき、以下のよ
うに政策金融の抜本的改革を行い、平成20年度から新体制に移行する。

行政改革の重要方針（抄）
平成17年12月24日
閣 議 決 定

（独立行政法人等の融資等業務の見直し）
第十四条 政府は、平成十八年度において、次に掲げる融資等業務（資金の貸
付け、債務の保証、保険の引受け、出資若しくは利子の補給を行う業務又は
これに準ずる業務をいう。以下同じ。）の在り方について見直しを行うものとす
る。

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律（抄）

（平成18年法律第47号）

一 （略） ［独立行政法人の融資等業務の見直し］

二 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で

あって、総務省設置法（平成11年法律第91号）第4条第15号の規定の適用を

受けるものをいう。以下同じ。）のうち、現行政策金融機関、住宅金融公庫及

び株式会社であるもの以外のものが、その目的を達成するために行う融資等

業務

三 民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人のうち、

法令に基づく融資等業務を行うもの又は国の補助金等（補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第2条第1項に規

定する補助金等をいう。）の交付を受けて融資等業務を行うものが行う当該

融資等業務

「公益法人の行う融資等業務」・「特殊法人の行う融資等業務の見直し」関係

（４）その他留意事項
エ 独立行政法人及び公益法人等による政策金融機関類似の金融業務についても本重要方針の趣旨を踏
まえ、所管府省で見直しを行い、平成18年度中に行政改革担当大臣の下で取りまとめる。このうち、独立行
政法人については、中期目標期間終了時の見直しの仕組みの中で、平成18年度に見直し期限の到来する
法人に加え、平成19、20年度に期限の到来する法人についても、前倒しで見直す。

特殊法人の行う融資等業務
の見直し

特殊法人の行う融資等業務
の見直し

公益法人の行う融資等業務
の見直し

公益法人の行う融資等業務
の見直し

関連の閣議決定、法令等関連の閣議決定、法令等
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